
「様式２号」
  番   号

 
農林水産省農産局長 殿

学校等・食事提供団体・食材提供団体における政府備蓄米交付申請書 

（無償交付・有償交付） 

学校給食用等政府備蓄米交付要領（平成 21 年５月 20 日付け 21 総食第 47 号総

合食料局長通知。以下「要領」という。）第７の１の(1)の規定に基づき、学校等

並びに食事提供団体及び食材提供団体における政府備蓄米を使用したいので、下

記のとおり交付申請します。 

また、政府備蓄米の交付を受けた場合は、これを転売し、又は貸し付けないこ

と、農林水産省農産局長の指示又は承認がない限りこれを学校等・食事提供団体

・食材提供団体におけるそれぞれの用途以外に使用しないこと、及び要領のその

他の規定を遵守することを誓約します。 

記

１ 交付申請数量          キログラム

２ 添付書類

（１）無償交付申請 

②学校等・食事提供団体・食材提供団体における備蓄制度の理解促進を図るた

めの項目（「わが国の主食である米の安定供給の重要性」「米穀の備蓄制度

の内容」「学校給食用等並びに食事提供団体及び食材提供団体における食育

用として使用する米穀に政府備蓄米が使用されていること」「低温保管等に

より政府備蓄米が高品質に保たれていること」「米は主食用だけでなく、米

粉パン等の他に様々な食品の原料となっていること」等）、具体的方法及び

その使用計画

⑤食材提供団体における食育用として使用する場合には、当該食材提供団体に

おいて、食材の提供を直接受ける子育て家庭に対して、家庭内で子どもにご

はん食の魅力などを伝える食育の活動に使用し、交付申請数量が配付する数

量全量の範囲内であることが分かる書類（様式２号－別紙４－②）

（注１）地方自治法第 252 条 17 の２に規定する特例を受けている市町村にあって 

は、その特例を受ける条例の写しを併せて添付する。 

（注２）精米の交付を希望することができる者は、食事提供団体の長又は食材提

供団体の長に限る。 

令和4年9月6日  

特定非営利活動法人テスト団体
代表　食育太郎

精米 330

黄色にハイライトされた文字および画像の情報は全てサンプルです。
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「様式２号－別紙４―②」  

食材提供団体政府備蓄米使用計画書 

１．食材提供団体

①団体の名称

※「様式２号」の申

請 者 名 と 同 じ 名 称

を記入して下さい。  

  こ れ ま で の

交 付 決 定 の

有・無  

② 活 動 地 域 ご と に

申請を行う場合は、

本申請において、活

動 を 行 う 地 域 名 を

記入してください。  

また、交付要領第７

の１の (9)に基づき

申請を行う場合は、

そ の 理 由 を 記 入 し

てください。  

地域名：  

※交付要領第７の１の (8)に基づき、活動する地域ごとに申請を行

う場合のみ記載してください。  

交付要領第７の１の (9)に基づき申請を行う理由：  

※交付要領第７の１の (9)に基づき申請を行う場合のみ記載してく

ださい。  

③団体種別

④団体の長の氏名、

住所等  

氏名：   

〒  

住所：  

ＴＥＬ：  

⑤ 配 送 先 住 所 （ 宛

名、住所、電話番号） 

宛名：  

〒  

住所：  

ＴＥＬ：  

⑥ 事 務 担 当 者 名 及

びメールアドレス  

※ 交 付 決 定 や 配 送

の連絡を行うため、

必 ず 記 入 し て 下 さ

い。  

事務担当者名：  

 

メールアドレス：  

 

⑦ 団 体 の ホ ー ム ペ

ージアドレス  

（ ホ ー ム ペ ー ジ が

ある場合）  

（注）  「⑤配送先住所」の欄については、「④団体の長の氏名、住所等」に記載した住

所と異なる場合に記入してください。なお、配送先については、交付決定後には変

更ができません。  

特定非営利活動法人テス
ト団体 有

ＮＰＯ法人（特定非営利活動法人)

代表　食育太郎

山口県〇〇市ｘｘｘ町4-45　□□□ハウス
753-0000

070-1234-5678

食育太郎(080-0900-1000)

info@abcdefg.org

https://abcdefg.org
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２．公的機関及び他団体等との関わり  

 

 

① 公 的 機 関 と の

関わり  

 

※公的機関からの支援、公的機関との連携等の具体的な内容（運営や

周知に係る協力など）  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※公的機関（市区町村等）の名称、担当部署名、連絡先  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

② 他 団 体 と の 関

わり  

 

※他団体からの支援、他団体との連携等の具体的な内容（食材調達に

係る協力など）  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※他団体の名称、担当係名、連絡先  

 

 

 

 

 

 

 

（注）１．「①公的機関との関わり」の欄は、以下に留意の上、記入して下さい。  

①国、都道府県、市区町村からの支援として、委託事業や補助事業の名称  

②都道府県、市区町村等から活動に係る開催周知や食材調達、人材確保などの具

体的な協力内容  

③関わりのある全ての公的機関の名称、担当部署名、連絡先  

※本要領第７の１の (8)に基づき、活動する地域単位での交付申請を行う場合

は、日頃の活動において連携している市区町村の担当部署名、連絡先を記入し

てください。  

 

   ２．「②他団体との関わり」の欄は、以下に留意の上、記入してください。  

①連携している団体や企業等があり、活動に係る開催周知や食材調達、人材確保

などの具体的な協力内容  

②関わりのある主な他団体の名称、担当係名、連絡先  

 

山口市
担当部署：こども未来課
連絡先：333-222-1111
山口県庁こども家庭課（電話083-1234-9876）

令和4年度に、山口市こども未来課から「学習支援・子どもの
居場所事業」を受託、こども食堂開催等に関する周知等への
協力を得ている。

ＮＰＯ法人フードバンク△△からの未利用食料品および寄付
品の提供を毎週末貰っている。

ＮＰＯ法人フードバンク△△
担当係名：理事長　精米花子
連絡先：080-1234-5678
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３．食材提供団体の使用計画 

①配付１回当たりの１人分

の数量（kg/人・回） 

 

（参考） 

・子ども１人の１食当たり

の精米数量（65～110ｇ） 

②配付１回当た

りの配付人数 

（人/回） 

 

 

③配付回数（回） ④申請数量 

（①  ×②×③）（kg） 

 

（注） 

１．申請数量は 30 ㎏（配送単位）の倍数とする。 

２．精米を希望する場合、④については精米欄に記載。

 

 

               kg 

 

 

    人 

 

 

      回   kg  

⑤配付場所・期間及び提供先となる子どもの数の根拠 

 

１ 配付場所： 

（例 ○○公民館） 

 

 

 

２ 配付期間： 

（例 〇年〇月～〇月） 

 

 

 

 

 

３ 配付先となる子どもの人数の根拠： 

 （例１：〇〇市における、児童扶養手当を受給している子育て家庭の子ども 〇人） 

 （例２：〇〇市における、就学援助を受給している子育て家庭の子ども 〇人） 

（例３：○○市における、子育て家庭の子ども ○人） 

 

 

 

 

 

 

 

 （注）１. ②の欄は、政府備蓄米を配付予定の子どもの人数を記入してください。 

２. ③の欄は、本交付申請により交付される政府備蓄米を、子育て家庭に直接配付する回数を記入してください。 

３. ⑤の欄は、実際に食材配付を行う場所、配付期間、配付予定の子どもの人数の根拠を記入してください。 

４. 交付要領第７の１の(9)に基づき、申請を行う場合は、①から⑤までの記載欄を追加して、実際の提供方法にあわせて記載してください。 

2 80 2 精米

山口市ｘｘｘｘ地域交流センター（山口県xx市xx町1-2-3]

令和4年7月～9月

山口市におけるひとり親家庭のうち、特に困難を抱える世帯150世帯の、子ども160人を対象。1回あ
たりの配布は80人を予定。

330
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４. 添付資料として、以下の資料を必ず提出して下さい。なお、(1)に掲げる書類については、過去に本要領に基づく無償交付を受けた実績があり、

団体の体制に変更がない場合は、添付を省略することが可能です。添付を省略する書類がある場合は、「５. 添付を省略する書類」の表の該当欄

に記載して下さい。 

  (1) 団体の体制が分かるもの 
スタッフの名簿（役割・氏名が分かるもの。本要領第７の１の(8)に基づき、活動する地域単位で交付申請を行う場合は、申請する地域のス
タッフの役割・氏名が分かるもの。本要領第７の１の(9)に基づき申請を行う場合は、実際に配布する全てのスタッフの役割・氏名が分かる
もの。） 

    (2) 活動状況が分かるもの 

①食材保管場所の写真（複数の場所で保管する場合は、全ての保管場所の写真を提出ください。）  

②子育て家庭への情報案内（チラシ、ＳＮＳ、ホームページ、広報誌への掲載内容など。本要領第７の１の(8)に基づき、活動する地域単位

で交付申請を行う場合は、対象地区等の名称の記載があるもの。（過去のものを含む。）本要領第７の１の(9)に基づき申請を行う場合は、

活動の実態が分かるもの。） 

③食育の取組の内容が分かるもの（ア及びイを添付） 
ア チラシやパンフレット 

「ごはん食の魅力を伝える」・「配付する他の食材を活用した調理方法」などを掲載したもの。 
イ 写真 

子育て家庭に配付する米と他食材の写真（配付予定のもの）   
    (3) 食材提供団体の食育用使用に係る自己申告書（様式２号－別紙４－１―②） 
    (4) 誓約書（様式２号－別紙４－２－②）    
 
 

５.添付を省略する書類（過去に本要領に基づく無償交付を受けたことがある場合に限る） 

 

 

 

省略の有無 

 

 

過去の交付時期 

 

 

スタッフの名簿 

 

  

 

 

有 令和4年5月
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３．食材提供団体の使用計画 添付資料  

(1) 団体の体制が分かるもの 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【氏名】食育太郎：代表/事業責任者
【氏名】御米次郎：事務局長/ひとり親からの相談受付、情報提供
【氏名】宅配米子：食品等の提供企業等の開拓、交渉等業務
【氏名】白米旨男：食品等の保管、梱包及び配送業務

okuda akira
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３．食材提供団体の使用計画 添付資料 (2) 活動状況が分かるもの 

①  食材保管場所の写真（複数の場所で保管する場合は、全ての保管場所の写真） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

オフィスビルの一室にて保管
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３．食材提供団体の使用計画 添付資料 (2) 活動状況が分かるもの 

②  子育て家庭への情報案内（チラシ、ＳＮＳ、ホームページ、広報誌への掲載など） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LINEを通じて支援対象家庭に配信

別資料として添付するため当資料から省略
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３．食材提供団体の使用計画 添付資料  (2) 活動状況が分かるもの 

③  食育の取組の内容が分かるもの ア  

チラシやパンフレット「ごはん食の魅力を伝える」「配付する他の食材を活用した調理方法」などを掲載したもの 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

お米を簡単に栄養バランス良く食べられるレシピを同封



 
 

３．食材提供団体の使用計画 添付資料 (2) 活動状況が分かるもの 

①  食育の取組の内容が分かるもの イ  

写真 子育て家庭に配付する米と他食材の写真（配付予定のもの）   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

食料品2000円相当とお米3kg
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「様式２号－別紙４－１－②」  

 

食材提供団体の食育用使用に係る自己申告書 
 

 

申   告   事   項  
 

 

チェック  

 

１．子育て家庭に食材を提供する団体である。  

 

(a) 国、都道府県、市区町村からの子育て家庭への支援活動に関する委

託又は補助を受けている団体  

 

(b)  都道府県、市区町村等と連携し、子育て家庭に関する情報を基に活

動している団体  

 

(c) 子育て家庭に直接、食事又は食材の提供を実施している団体  

 

 

 

 

 

 

２．子育て家庭に政府備蓄米と他の食材を併せて直接配付を行うことがで

きる。  

 

 

 

３．食材を直接受けとる子育て家庭に対して、ごはん食の魅力などを伝え

る食育の取組を行うことができる。  

 

  

   

 

４．政府備蓄米について、食材提供団体における食育用以外の用途に使用

しない。  

 

  

   

 

５．政府備蓄米について、これを転売又は貸し付けを行わない。  

 

 

 

６．政府備蓄米の取扱いにおいて、食育用以外の用途に使用するなど違反

した場合、違反した数量に見合う徴収金及び加算金が徴収されること

に異存がない。  

 

 

 

７. 反社会的勢力及び反社会的勢力と密接な関係にあるものではない。  

 

 

 

８ . 食材提供団体の運営に関し、これまで法令等に違反する等の不正行為

を行っていない。  
 

 

 

 

 

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓
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「様式２号－別紙４－２－②」 

                                  

 

  農林水産省農産局長 殿 

 

 

誓約書 

（食材提供団体における食育用） 

 

 

 私は、食材提供団体において使用するために無償交付を受けた政府備蓄米

について、その全てを食育用として使用することとし、他の用途に使用しな

いこと並びに当該政府備蓄米を受領した日から３日以内に、当該政府備蓄米

に問題がないことを確認し、かつ、当該政府備蓄米に問題があった場合には

農林水産省及び受託事業体に連絡することを誓約します。 

また、貴職が学校給食用等政府備蓄米交付要領（平成 21 年５月 20 日付け

21 総食第 47 号農林水産省総合食料局長通知）第 11 に基づく調査を行った

場合又は同要領第 11 に基づく報告を求めた場合には、これに協力すること

を誓約します。 

万一、この誓約書に反した場合には、同要領第３の２に基づき交付対象者

から除外される可能性があること及び同要領第 10 の３に基づく措置が講じ

られる可能性があることに異存がないことを申し添えます。 
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